
新しい公共支援事業の成果等報告

（新しい公共の場づくりのためのモデル事業分）

１．成果等報告

モデル事業名 「意思決定の場への女性の参画」促進応援プラン

～寄ってたかって男女共同参画を活かしたまちづくり～

分類 □一般枠 □ＮＰＯ支援重点化枠 （該当するものにチェ

事業実施主体名 男女共同参画みえネット

実施期間 ２０１１年１０月１日～２０１２年３月３１日

支援額

（注釈参照）

※ 支援額は総額及びその内訳を記載してください。

１，２４５，６００円

講師謝金 ２２１，１８０円

旅費 ７１，６０９円

使用・賃借料 １０２，７３０円

印刷製本費 ２６２，２８０円

人件費 ２９７，６００円

通信運搬費 ３８，７３０円

消耗品費 ２０２，２８１円

食糧費 ２４，９００円

事務局経費 １８，０００円

その他 ６，２９０円

マルチステーク

ホルダー（会議

体）の取組状況

（これまでの取り組み）

企業説明（男女がいきいきと働いている企業知事表彰受賞・認証

13社参加（該当22社中）

企業来訪・訪問 2社

市町事業説明（市町男女共同参画担当者研修での説明）10/28

市町訪問（事業説明）四日市市、亀山市、鳥羽市、伊勢市、志摩

市、桑名市、津市、松阪市、菰野町、川越町、朝日町、多気町

市町訪問（市町協働実施に向けて課題の聞き取り）亀山市、四日

勢市、志摩市、伊賀市、名張市、桑名市、津市、松阪市

世話人会（男女みえネット世話人、男女共同参画・ＮＰＯ室男女

市町訪問（協働実施市との打合せ）四日市市、ＮＰＯ法人四日市

所、男女みえネット世話人、男女共同参画・ＮＰＯ室男女共同

（今後の予定）

県が育成した人財、男女がいきいきと働いている企業三重県知

業、市町、県、男女共同参画みえネットの五者による地域別関係

定。

事業概要 ※ 事業の概要が分かるように、100～150字程度で簡潔にまとめて記載し

県内の市町を訪問し、男女共同参画推進状況を聞き取り中で

し、協働して方策を探る。また、女性が意思決定の場で活動でき

ための人財育成講座・学習会を地域で行う。さらに、地域の活性

5であるための講演会を地域で開催する。併せて、男女がいきい

業知事表彰を受賞した企業を中心に連携し、地域における「寄っ

同参画を活かしたまちづくり」を効果的に推進するための体制
ック）

企業説明会）10/20

市、伊賀市、名張

市市、鳥羽市、伊

共同参画Ｇ担当者）

男女共同参画研究

参画Ｇ担当者

事表彰企業・認証企

者懇談会を開催予

てください。

市町の課題を共有

る力量を形成する

化に女性が不可欠

きと働いている企

てたかって男女共

づくりを行う。



事業内容 ※ 事業内容、実施事項、実施方法、実施の分担（直接、委託、助成を含めて）等について記載

してください。

※ 委託・助成した団体等がある場合、当該団体名等について記載してください。

1.市町訪問による男女共同参画推進状況の聞き取りとともに、それによって課題を

共有する。このことから、市町と協働して課題解決の方策を探る。

2.審議会等での女性の参画を少なくとも３０％とすることを目標に置き、あらゆる

分野（自治会・まちづくり・防災など）への波及を目指し、人財育成講座・学習

会を地域で行う。そのことによって、審議会等の委員として活動できる力量を形

成するためのスキルアップを図る。

3.女性の参画で地域が活性化した事例を紹介することを目的に、講演会を地域で行

う。そのことによって、女性の参画の必要性や意義を、地域の人に理解を深める

ことができる。

4.男女がいきいきと働いている企業三重県知事表彰を受賞した企業を中心に連携

し、地域における「寄ってたかって男女共同参画を活かしたまちづくり」を効果

的に推進するための体制づくりを行う。また、これらの企業の取組を、地域に知

らせる。そのことによって、他の企業の取組を促進するきっかけとし、企業内の

人財を掘り起こすことができる。

協働実施市町―四日市市、亀山市、松阪市、伊勢市、志摩市、伊賀市

※支援の成果、波及効果、今後の展望等のアウトカムとともに、自己評価を記載してください。

２９市町に向けて、協働実施についての希望を募ったところ、１０市から希望

するとの回答があった。２０２０３０に向けて何かをしなくてはという思いを掘

り起こせたことは、意味あることだと考える。

協働実施する市町が決定後、県が育成した人財、男女がいきいきと働いている

企業三重県知事表彰企業・認証企業、市町、県、男女共同参画みえネットの五者

が連携し、地域における「寄ってたかって男女共同参画を活かしたまちづくり」

を効果的に推進するための体制づくりを行う。この事業により、あらゆる分野へ

の女性の参画を進め、地域の活性化を図る。

※２０２０３０・・・第２次男女共同参画基本計画（平成１７年１２月閣議決定）で、 政策・

方針決定過程への女性の参画の拡大のために、あらゆる分野で、「２０２０年までに、指導的地

位に女性が占める割合が少なくとも３０％」にするという目標。第３次男女共同参画基本計画（平

成２２年１２月閣議決定）でも喫緊の課題とされている。

得られた成果及

び自己評価

評価ラ

ンク

□Ｓ：特に優れた成果が得られた □Ａ：優れた成果が得られた □Ｂ：一定の成果

が得られた □Ｃ：限定的であるが成果が得られた □Ｄ：成果が得られなかった

（該当する評価にㇾ を付けてください。）

（注） 当該支援額により取得し、又は効用の増加した価格が 50万円以上の機械及び器具等がある場合、別葉にて、機械等の名称、価格、管

理者及び耐用年数等を明記すること。

２．添付書類

その他参考となる書類 ※ 都道府県において適宜設定すること。


